
８ 長 監 委 第 ４ 号  

令和８年５月２５日  

 

長岡京市議会議長 

上 村 真  造 様 

 

長岡京市監査委員  

田 中  恭 介 

同 

宮 小 路 康 文  

田 村 義 明 

定期監査の結果報告について  

 

地方自治法第１９９条第４項の規定に基づき、定期監査を実施したので、

その結果を同条第９項の規定により、次のとおり提出します。  



 

 

定  期  監  査 

 

 

 

１ 監査実施日及び対象 

  令和８年２月 ３日 北開田会館、北開田児童館、中央公民館、図書館、文化財保存活用課 

〃   ２月１８日 市民課、総合調整法務課、職員課、上下水道総務課、下水道施設課、 

水道施設課・浄水場、総務課・選挙管理委員会・固定資産評価審査委員会 

消費生活センター、総合交流センター 

〃   ３月１６日 多世代交流ふれあいセンター、自治・共助振興室、防災・安全推進室

  

 

 

２ 監査の方法 

監査実施日の前々月末までに執行された令和7年度分（必要に応じて過年度分含む。）の

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について、事前に提出を求めた監査資

料に基づき、その執行が適正かつ効率的に行われているかどうかに重点をおいて試査した。 

 また、所属長及び担当職員から、必要に応じて事務事業の概要及びその執行状況の説明を求

め、さらに質問を加え、関係書類を審査して監査を実施した。 

 

 

３ 監査の結果 

  監査を実施した各所管に係る財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理につ

いては、おおむね適正に処理されていると認められた。 

  監査結果の概要は次のとおりである。ただし、監査の際に見受けられた軽微な事項について

は、その都度担当職員に対して改善・検討を口頭で指導したので、記述は省略した。 

  



 

（１） 北開田会館 

【監査の結果】 

対象になった事務の執行については、特に指摘すべき事項は見られなかった。 

【令和６年度定期監査に対する措置状況】 

①   監査提出資料において、記載誤りが散見された。また、公金の管理が適切で

ない事例が見受けられた。館内において、提出資料の確認はもとより資料作成

を含む事務等や公金管理については、人材育成の観点からも改善に努められた

い。 

講じた措置：昨年度のご指摘のとおり、記載誤りのないよう資料作成及び提出前の

確認体制を強化し、今年度は資料作成時のダブルチェック体制と作成担当者と確

認担当者を明確化した。また、公金管理に関しては、公金管理業務の各プロセス

における責任者を明確化し、業務担当者全員に公金の取り扱いや管理方法を周知

徹底した。更に業務に関する知識及びスキル向上を目的とし、週１回、課内にて

協議や共有する場を設けた。業務の効率化に向けて担当者が業務をスムーズに遂

行できる環境を整備し、今後も取り組んでいく。 

 

（２） 北開田児童館 

【監査の結果】 

対象になった事務の執行については、特に指摘すべき事項は見られなかった。 

 

（３） 中央公民館 

【監査の結果】 

対象になった事務の執行については、特に指摘すべき事項は見られなかった。 

 

（４） 図書館 

【監査の結果】 

対象になった事務の執行については、特に指摘すべき事項は見られなかった。 

 

（５） 文化財保存活用課 

【監査の結果】 

対象になった事務の執行については、特に指摘すべき事項は見られなかった。 

 

（６） 市民課 

【監査の結果】 

 対象になった事務の執行については、特に指摘すべき事項は見られなかった。 

 



 

（７） 総合調整法務課 

【監査の結果】 

対象になった事務の執行については、特に指摘すべき事項は見られなかった。 

 

（８） 職員課 

【監査の結果】 

 対象になった事務の執行については、特に指摘すべき事項は見られなかった。 

 

（９） 上下水道総務課 

【監査の結果】 

 対象になった事務の執行については、特に指摘すべき事項は見られなかった。 

 

（１０） 下水道施設課 

【監査の結果】 

対象になった事務の執行については、特に指摘すべき事項は見られなかった。 

 

（１１） 水道施設課・浄水場 

【監査の結果】 

 対象になった事務の執行については、特に指摘すべき事項は見られなかった。 

 

（１２） 総務課・選挙管理委員会・固定資産評価審査委員会 

【監査の結果】 

対象になった事務の執行については、特に指摘すべき事項は見られなかった。 

 

（１３） 消費生活センター  

【監査の結果】 

対象になった事務の執行については、特に指摘すべき事項は見られなかった。 

 

（１４） 総合交流センター 

【監査の結果】 

対象になった事務の執行については、特に指摘すべき事項は見られなかった。  

 

（１５） 多世代交流ふれあいセンター 

【監査の結果】 

対象になった事務の執行については、特に指摘すべき事項は見られなかった。 

 



 

（１６） 自治・共助振興室 

【監査の結果】 

 対象になった事務の執行については、特に指摘すべき事項は見られなかった。 

 

（１７） 防災・安全推進室 

【監査の結果】 

 対象になった事務の執行については、特に指摘すべき事項は見られなかった。 



８ 長 監 委 ５ 号 

令 和 ８ 年 ５ 月 ２ ５ 日 

 

長岡京市議会議長  

上  村  真  造  様  

 

長岡京市監査委員   

田  中  恭  介  

同  

 宮 小 路 康 文 

 

田 村 義 明 

例月現金出納検査の結果報告について 

 

地方自治法第２３５条の２第１項の規定に基づき、例月現金出納検査を実施

したので、その結果を同条第３項の規定により次のとおり提出します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    例  月  現  金  出  納  検  査  

 

 

１  検査実施の期日及び対象  

   令和８年２月２６日   令和８年１月分  

      一般会計、特別会計、水道事業会計、公共下水道事業会計  

         ３月２６日   令和８年２月分  

      一般会計、特別会計、水道事業会計、公共下水道事業会計  

         ４月２８日   令和８年３月分  

      一般会計、特別会計、水道事業会計、公共下水道事業会計  

 

 

２  検査の方法  

検査の対象に係る現金の出納事務について、計数は正確か、現金、預金等

の管理状況が適正であるかどうかに主眼をおき、それぞれの関係諸帳簿類、証

書類との照合等により実施した。 

 

３  検査の結果  

関係諸帳簿類、証書類により計数審査を行い、その数値と各月における現

金、預金現在高と照合したところ、計数はそれぞれ符合し正確であり出納事務

は適正であると認められた。 



令和７年度　現金収支現計表

１ 月 分 ２ 月 分 ３ 月 分
計
(B)

2,830,293,594 1,967,361,532 1,597,283,981 7,103,891,765 10,668,537,278

△222,928,611 541,523,980 926,089,453 577,606,454 2,045,219,887

△4,971,415 19,862,800 10,677,205 9,344,832 39,884,837

△659,380,241 662,372,770 403,018,910 781,006,692 1,846,398,372

5,747,120 0 0 56,475,902 56,475,902

33,596,784 203,347,963 71,110,903 242,846,348 517,305,214

662,849,184 0 20,256 117,520,000 117,540,256

馬 場 2,538,535 0 540 0 540

神 足 27,348,924 0 0 117,520,000 117,520,000

勝 竜 寺 3,788,463 0 1,074 0 1,074

調 子 25,810,678 0 7,713 0 7,713

友 岡 23,695,943 0 0 0 0

開 田 488,093,104 0 8,522 0 8,522

下 海 印 寺 90,252,214 0 1,732 0 1,732

粟 生 1,321,323 0 675 0 675

438,002,520 392,543,437 391,636,305 387,506,460 1,171,686,202

0 0 3,709,287,052 △635,855,723 3,073,431,329

3,083,208,935 3,787,012,482 7,109,124,065 8,640,342,730 19,536,479,277

区 分

一 般 会 計

特

別

会

計

国民健康保険事業

歳 計 外 現 金

前月からの
繰　越　額
(A)

収 入

乙訓休日応急診療所

介 護 保 険 事 業

合 計

財 産 区

後期高齢者医療事業

駐 車 場 事 業

基 金 の 繰 替 運 用



（単位：円）

１ 月 分 ２ 月 分 ３ 月 分
計
(C)

2,304,413,754 6,645,326,728 4,103,158,076 13,052,898,558 445,932,314

550,374,682 553,439,490 951,460,832 2,055,275,004 △232,983,728

13,107,683 6,032,730 6,606,868 25,747,281 9,166,141

655,194,365 663,141,659 656,683,552 1,975,019,576 △788,001,445

0 0 14,956,762 14,956,762 47,266,260

216,982,410 75,073,837 203,894,175 495,950,422 54,951,576

346,985 4,070,000 1,983,000 6,399,985 773,989,455

0 0 0 0 2,539,075

40,000 0 0 40,000 144,828,924

0 0 0 0 3,789,537

0 0 0 0 25,818,391

0 0 0 0 23,695,943

306,985 4,070,000 1,055,000 5,431,985 482,669,641

0 0 928,000 928,000 89,325,946

0 0 0 0 1,321,998

358,063,243 401,370,671 393,293,348 1,152,727,262 456,961,460

- - - - 3,073,431,329

4,098,483,122 8,348,455,115 6,332,036,613 18,778,974,850 3,840,713,362

（令和８年３月末現在）

収支残高
(A)+(B)-(C)

支 出



残 高 累 計 ３ 月 分 ２ 月 分 １ 月 分 １ ２ 月 末 累 計

12,673,879,008 25,665,072,226 170,581,587 26,226,127 38,859,988 25,429,404,524

25,641,807,762 25,656,647,732 170,253,939 26,226,127 38,859,988 25,421,307,678

2,573,362 327,648 2,245,714

5,851,132 5,851,132 5,851,132

2,641,887,614 21,153,128,503 3,926,903,970 1,680,643,208 623,752,573 14,921,828,752

2,165,354,139 17,194,653,728 3,234,581,242 1,441,164,738 369,877,076 12,149,030,672

284,398,820 3,446,314,117 651,470,050 226,992,001 228,237,739 2,339,614,327

31,770,738 44,258,578 1,828,037 860,340 1,242,010 40,328,191

29,328,863 29,757,570 9,873,663 9,540 9,727,600 10,146,767

156,851,880 438,144,510 29,150,978 11,616,589 14,668,148 382,708,795

6,385,715 6,385,715   

6,385,715 6,385,715

4,053,116,473 639,935,299 308,154,017 269,197,376 2,835,829,781

2,343,974,433 365,135,458 148,066,837 163,816,363 1,666,955,775

118,541,940 25,709,200 5,184,300 6,649,500 80,998,940

303,248,240 101,301,639 50,999,753 150,946,848

13,692,188 3,215,518 1,051,728 1,050,822 8,374,120

20,103,737 20,103,737

1,253,555,935 144,573,484 102,851,399 97,680,691 908,450,361

5,861,166,510    5,861,166,510

150,000 150,000

5,861,016,510 5,861,016,510 5,861,016,510

   

   

32,200    32,200

32,200 32,200

1,446,838,831 1,447,317,701 261,662,755 116,209,005 120,906,647 948,539,294

1,386,920,568 1,387,398,758 246,277,021 102,644,182 120,894,634 917,582,921

58,815,666 58,815,666 15,212,969 13,554,868 5,528 30,042,301

1,102,597 1,103,277 172,765 9,955 6,485 914,072

16,762,605,453 58,186,219,328 5,005,469,326 2,131,232,357 1,052,716,584 49,996,801,061

令和７年度　水道事業会計合計残高試算表
借　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　方

勘 定 科 目

 固定資産

有形固定資産

有形固定資産減価償
却累計額

無形固定資産

 流動資産

現金預金

未収金

貸倒引当金

貯蔵品

前払金

その他流動資産

 固定負債

引当金

企業債

リース債務

 流動負債

一時借入金

未払金

前受金

企業債

リース債務

引当金

その他流動負債

 繰延収益

長期前受金

営業費用

長期前受金収益化累
計額

 資本金

自己資本金

 剰余金

資本剰余金

利益剰余金

営業外費用

特別損失

予備費

合 計

 水道事業収益

営業収益

営業外収益

特別利益

 水道事業費用



１ ２ 月 末 累 計 １ 月 分 ２ 月 分 ３ 月 分 累 計 残 高

12,983,832,658 417,860 5,476,910 1,465,790 12,991,193,218

7,479,410 417,860 5,476,910 1,465,790 14,839,970

12,976,353,248 12,976,353,248 12,973,779,886

12,590,765,373 608,155,732 1,617,602,927 3,694,716,857 18,511,240,889

10,137,730,151 373,465,627 1,398,482,551 3,119,621,260 15,029,299,589

2,138,807,723 233,065,495 218,389,416 571,652,663 3,161,915,297

25,816,826 25,816,826 25,816,826

7,943,620 1,624,610 721,420 2,198,190 12,487,840

419,167 9,540 428,707

280,047,886 1,244,744 281,292,630

4,664,770,607   301,400,000 4,966,170,607 4,959,784,892

202,600,549 301,400,000 504,000,549 497,614,834

4,458,124,082 4,458,124,082 4,458,124,082

4,045,976 4,045,976 4,045,976

3,301,596,412 302,109,911 347,333,113 623,468,190 4,574,507,626 521,391,153

1,677,890,168 174,673,172 206,125,272 457,181,028 2,515,869,640 171,895,207

138,529,605 12,533,400 7,772,600 6,531,800 165,367,405 46,825,465

303,248,240 303,248,240

13,692,188 13,692,188

20,103,737 20,103,737

1,148,132,474 114,903,339 133,435,241 159,755,362 1,556,226,416 302,670,481

8,755,176,227 3,480,000 945,000 168,553,510 8,928,154,737 3,066,988,227

8,755,176,227 3,480,000 945,000 168,553,510 8,928,154,737 8,928,004,737

775,896,007    775,896,007 775,896,007

775,896,007 775,896,007 775,896,007

5,554,410,567    5,554,410,567 5,554,410,567

43,280,409 43,280,409 43,280,409

5,511,130,158 5,511,130,158 5,511,130,158

1,369,874,340 138,553,081 159,874,407 215,864,979 1,884,166,807 1,884,134,607

1,363,746,347 138,499,891 140,438,638 212,339,646 1,855,024,522 1,854,992,322

6,048,279 53,190 420,539 3,525,333 10,047,341 10,047,341

79,714 19,015,230 19,094,944 19,094,944

478,870    478,870

478,190 478,190

680 680

49,996,801,061 1,052,716,584 2,131,232,357 5,005,469,326 58,186,219,328 16,762,605,453

(単位：円）

貸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　方

（令和８年３月末現在）



残 高 累 計 ３ 月 分 ２ 月 分 １ 月 分 １ ２ 月 末 累 計

35,072,275,065 48,483,274,919 585,385,921 2,824,367 10,517,498 47,884,547,133

45,050,492,047 45,050,492,047 540,483,097 2,824,367 10,517,498 44,496,667,085

3,428,782,872 3,428,782,872 44,902,824 3,383,880,048

2,400,000 4,000,000 4,000,000

1,012,198,313 7,596,148,618 1,825,623,146 575,330,174 252,510,916 4,942,684,382

487,390,140 3,865,251,020 1,145,165,773 161,888,296 129,384,199 2,428,812,752

354,063,456 3,552,130,887 606,644,421 404,938,727 122,031,913 2,418,515,826

44,094,000 44,094,000 14,698,000 29,396,000

134,661,640 134,672,711 59,114,952 8,503,151 1,094,804 65,959,804

   

4,399,677,917 1,367,623,032 141,133,350 125,384,250 2,765,537,285

280,000,000 280,000,000

1,270,237,818 507,601,523 129,225,800 633,410,495

2,837,760,786 860,021,509 11,907,550 125,384,250 1,840,447,477

11,579,313 11,579,313

100,000 100,000

9,413,137,002 9,052,864   9,404,084,138

9,052,864 9,052,864

9,404,084,138 9,404,084,138 9,404,084,138

   

461,627,531    461,627,531

461,627,531

67,259,685 67,259,685   

46,725,326 46,725,326

20,534,359 20,534,359

960,638,375 960,749,090 303,009,577 107,776,327 8,349,288 541,613,898

798,055,066 798,165,781 241,455,762 90,854,882 8,341,951 457,513,186

161,424,940 161,424,940 61,416,655 16,910,178 83,098,107

1,158,369 1,158,369 137,160 11,267 7,337 1,002,605

37,045,111,753 71,381,874,762 4,157,954,225 827,064,218 396,761,952 66,000,094,367

令和７年度　公共下水道事業会計合計残高試算表
借　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　方

勘 定 科 目

 固定資産

有形固定資産

有形固定資産減価償
却累計額

投資その他資産

 流動資産

現金預金

未収金

無形固定資産

 資本金

資本金

 剰余金

その他流動資産

 固定負債

企業債

引当金

 流動負債

企業債

一時借入金

合 計

未払金

引当金

その他流動負債

 繰延収益

 下水道事業収益

営業収益

営業外収益

 下水道事業費用

前払金

未収金貸倒引当金

利益剰余金

資本剰余金

営業外費用

特別損失

特別利益

長期前受金

営業費用

長期前受金収益化累
計額



１ ２ 月 末 累 計 １ 月 分 ２ 月 分 ３ 月 分 累 計 残 高

13,409,399,854   1,600,000 13,410,999,854

13,409,399,854 13,409,399,854 13,409,399,854

1,600,000 1,600,000

4,075,522,619 254,775,367 173,807,408 2,079,844,911 6,583,950,305

2,260,547,571 125,384,250 71,907,550 920,021,509 3,377,860,880

1,806,957,025 129,391,117 101,899,858 1,159,819,431 3,198,067,431

8,010,923 8,010,923 8,010,923

7,100 3,971 11,071

11,737,860,488   369,300,000 12,107,160,488 12,107,160,488

11,711,166,554 369,300,000 12,080,466,554 12,080,466,554

26,693,934 26,693,934 26,693,934

3,721,286,713 31,032,282 260,563,714 1,256,669,263 5,269,551,972 869,874,055

280,000,000 280,000,000

1,270,237,818 1,270,237,818

1,948,851,100 19,953,520 248,317,252 1,242,082,862 3,459,204,734 621,443,948

11,579,313 11,579,313

210,618,482 11,078,762 12,246,462 14,586,401 248,530,107 248,430,107

26,609,470,309  257,158,350 250,350,614 27,116,979,273 17,703,842,271

26,609,470,309 257,158,350 250,350,614 27,116,979,273 27,107,926,409

4,035,284,512    4,035,284,512 4,035,284,512

4,035,284,512 4,035,284,512 4,035,284,512

688,752,519    688,752,519 227,124,988

197,732,953 197,732,953 197,732,953

491,019,566 491,019,566 491,019,566

1,722,446,353 110,954,303 135,534,746 200,149,722 2,169,085,124 2,101,825,439

1,350,136,642 110,953,151 122,628,765 146,043,814 1,729,762,372 1,683,037,046

372,309,711 1,152 12,905,981 54,105,908 439,322,752 418,788,393

71,000   39,715 110,715

71,000 39,715 110,715

66,000,094,367 396,761,952 827,064,218 4,157,954,225 71,381,874,762 37,045,111,753

(単位：円）

貸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　方

（令和８年３月末現在）



  ８ 長 監 委 第 ６ 号  

令和８年５月２５日  

 

長岡京市議会議長 

 上 村 真 造 様 

 

長岡京市監査委員 

田 中  恭 介 

同 

宮 小 路 康 文 

 

随時監査（工事監査）の結果報告について  

 

地方自治法第１９９条第５項の規定に基づき、随時監査（工事監査）を

実施したので、その結果を同条第９項の規定により、次のとおり提出しま

す。 

 



随時監査（工事監査） 

 

 

 

１ 監査実施日及び監査対象工事名 

  令和８年１月３０日（金） 

 金原寺池改修工事（第二期） 

   

 

２ 監査の方法 

今回の監査は、協同組合総合技術士連合の協力を得て、金原寺池改修工事（第

二期）を対象に、本工事が適正かつ効率的に施工されているかどうかを主眼に

おき、関係者の説明を聴取するなどして、工事関係書類等の審査及び現場監査

を実施した。 

 

 

３ 監査の結果 

  監査の結果、対象工事については総括的に良好であり、おおむね適正に施

工されていると認められた。 

  なお、一部関係書類及び工事現場において、不備又は改善・検討を要する

事項が見受けられたので、今後留意して工事を進められたい。 

監査結果の概要は次のとおりである。 



 

 

 

令和７年度 
 

 

長岡京市工事技術調査業務報告書 
 

 

金原寺池改修工事（第二期） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

令和８年２月４日 

 

 

 

 

 

協同組合  総合技術士連合 

  



 

 

１．調査の概要 

１-１ 技術調査対象工事名称 

金原寺池改修工事（第二期） 

 

１-２ 調査実施日 

令和８年１月３０日（金） 

 

１-３ 調査場所 

長岡京市役所 新庁舎５階第１委員会室及び工事現場 

 

１-４ 監査執行者 

代表監査委員  田中   恭介 

監査委員  宮小路 康文 

 

１-５ 事務局 

監査委員事務局   事務局長 木村   知継 

監査委員事務局   監査係長 中野   麻美 

 

１-６ 工事内容説明者 

建設交通部  部長 日高   正人 

建設交通部 道路・河川課 参事兼課長 井上   健司 

建設交通部 道路・河川課 課長補佐兼係長 中藪   勲 

建設交通部 道路・河川課 統括主査 山﨑   賢太 

環境経済部 農林振興課 課長 浦松   良次 

環境経済部 農林振興課 係長 金子   聡 

環境経済部 農林振興課 技術員 岩﨑   俊明 

総合政策部 検査指導課 課長 西村   拓也 

総合政策部 検査指導課 係長 小林   徹也 

 

１-７ 施工業者 

山菱建設株式会社 長岡京支店 現場代理人  石本   登 

山菱建設株式会社 長岡京支店 現場担当  野々村 広重 

 

 

 



 

 

１-８ 技術調査業務実施技術士 

協同組合 総合技術士連合 

外丸 敏明    技術士（建設部門/総合技術監理部門） 

〒５３０-００４７ 大阪市北区西天満５丁目１番１９号（高木ビル４０８） 

 

１-９ 工事概要 

１-９-１ 工事場所 

長岡京市金ヶ原谷田地内 

 

１-９-２ 工事概要 

堤体工   １式 掘削 ２，１９０㎥  安定処理工 １，５７０㎥   

表面遮水工 １式 ベントナイトシート ４８３㎡  土木シート ２３９㎡   

取水施設工 １式 底樋 ２４．４ｍ   

取水施設ゲート工 １式 スライドゲート １箇所   

 

１-９-３ 工事請負業者 

山菱建設株式会社 長岡京支店 

 

１-９-４ 設計監理業務委託者 

設計：京都府土地改良事業団体連合会 

監理：直営 

 

１-９-５ 請負金額 

当初：６０，５００，０００円 

変更：なし 

 

１-９-６ 工事期間 

当初：令和７年６月２４日 ～ 令和８年３月３１日 

変更：なし 

 

１-９-７ 工事進捗状況 

計画４６．１％、実施５７．６％（令和７年１１月３０日現在） 

 

 

 

 



 

 

２．調査の結論 

１工事調査資料及び関係書類並びに現地調査のうちからサンプリングを行っ

た。各プロセスの技術調査着眼点について所定の検査項目及び不可視部分の試

験以外の記録による確認等の質疑応答を行った。質疑に関する回答（口頭及び

資料による）は十分なものであった。技術調査の結果、工事全般に関する大きな

問題点は見当たらなかったのでサンプリング範囲では非常に良いと認めた。 

２サンプリングにより調査した事項のうち主な内容の要点を「３．調査の所見」

の「計画・実施・評価・改善」の項に沿って記す。尚、「計画・実施・評価」の

内容は通常の適正な運用内容を記し、「改善」は、注意・要望・検討を要する点

を「改善提案」に記し、良い事例は「効果的な改善事例」にそれぞれ記すものと

する。 

 

 

３．調査の所見 

３-１ 計画 

３-１-１ 工事の目的 

金ケ原農家組合が管理している防災重点農業用ため池の「金原寺池」におい

て、 取水施設の老朽化対策や緊急放流能力の不足解消、地震時における堤体

の安定性を確保し、災害を未然に防止することを目的として改修工事を実施す

るものである。 

 

３-１-２ 設計方針 

設計は、地元のニーズを踏まえ設計している。地元の要望は、貯水量（1,500

㎥）の維持・確保である。そのために施設の改善や老朽化対策など、農業用水の

安定供給と災害の未然防止を基本に計画している。 

 

３-１-３ 積算基準等（主要なもの） 

（主要な計画・調査・実施設計等に使用した基準・指針・調書等） 

（主要な単価・歩掛・積算・設計書作成に使用した基準・指針・調書等） 

No 図書の名称 著者 発行年月日 

１ 土地改良事業設計指針「ため池整備」 農業農村工学会 H27.5 

No 図書の名称 著者 発行年月日 

1 土地改良工事積算基準（土木工事）  農林水産省  R6  

2 土木工事単価資料  京都府  R7.4  

3 積算資料  経済調査会  R7.4  

4 建設物価  建設物価調査会  R7.4  



 

 

（積算） 

 

３-１-４ 入札・契約 

入札は、一般競争入札であり、令和７年６月１２日に入札し、応札業者は７者

である。契約は、工事請負契約の「契約約款」に基づき、令和７年６月２３日に

締結している。 

 

３-１-５ 保証、保険 

① 履行保証は、西日本建設業保証株式会社と請負代金額の１０％について、

受注者から書面提出を受け適正に管理している。前払金保証は、西日本建

設業保証株式会社と請負金額の４０％について、受注者からの保証証書

の寄託を受けて適正に管理している。 

② 建設業退職金共済制度の掛金収納書は、適正に管理している。 

③ 労災保険関係成立票の掲示状況は適正である。 

 

３-１-６ コスト縮減・効率化対策 

既設の放流施設（洪水吐）の総入れ替えをせず、現況放水路をそのまま活用

することで、越流部の部分改修に留めて総工費の削減を図っている。 

 

３-２ 実施 

３-２-１ 品質管理（主に施工管理） 

施工計画書は、所定の承認を得て作成している。主に、準備工・掘削工・遮水シー

ト工について、施工方法、施工管理等の項目で明記している。 

現況は地元の道路を通過するため、地域の代表と十分なコミュニケーションを図り

理解を得て工事をしている。 

 

 

単価・歩掛の無い場

合の取扱、市場流通

単価の把握と利用 

資材単価について、京都府の単価にあるものはそちらを採用。  

刊行物に掲載のあるものは2社の平均価格を採用。 

掲載のないものについては、材料により見積徴収し最低価格を

採用。 

数量算出、設計書の

照査 

京都府土地改良事業団体連合会へ設計業務を発注し図面、数量

計算書を作成。その後、担当者が発注用に組み替えした設計書

を、課内において設計担当者、精査者、管理者により照査を行

った。 

特記事項 京都府補助版標準積算システム（農林）を採用 



 

 

３-２-２ 原価管理 

 工事は、事前調査では工事に際し基本事項を確認し計画することでコスト縮

減を図っている。また、特記仕様書等を踏まえ検討し、手戻りが無いようにして

いる。 

 

３-２-３ 工程管理 

工事は、令和７年１１月３０日現在、計画４６．１％、実施５７．６％である。

現状は、ほぼ掘削工を終えている。 

 

３-２-４ 安全衛生管理 

作業所は、無事故無災害で推移している。また、作業所の災害重点目標につい

ては「工事現場周辺（第三者）の危険防止と安全確保」、「架空線破損事故防

止」、「重機災害防止」、「交通災害の防止」などを挙げている。このため、『災

害ゼロ！』を目標に、職員から全作業員に至るまで安全意識を周知徹底させて

いる。 

 

３-２-５ 環境管理 

環境管理として、工事に伴う振動、騒音、粉塵、水質汚濁に関する住民の苦情

が発生しないよう、公害防止関係諸法令の基準に適合する十分な対策を立て施

工している。 

 

３-２-６ 法令遵守 

 工事の各プロセスについて、発注者の要求事項や法令等を守り工事をしている。ま

た、利害関係者（地元住民、発注者、協力会社等）の要求も理解し工事をしている。 

 

３-３ 評価 

３-３-１ 品質管理 

盛土工は、今後進んでいく状況である。したがって現場密度や現場透水試験につ

いても実施していく予定である。 

 

３-３-２ 出来形管理 

現況は、ほぼ基礎地盤まで進捗している。堤体工についても出来形管理の実

施途中である。 

 

 

 



 

 

３-３-３ 写真管理 

写真管理は、主に工事状況・出来形確認などを撮影している。特に、不可視

部分や安全管理の状況も管理している。 

 

３-４ 改善 

３-４-１ 改善提案 

① 施工前の設計照査について、施工着手後に実施した懸念がある。検討す

ることを推奨する。 

② 施工計画書に頁数がない。施工計画書は手順や工法等について書くこと

になり明確にすることを推奨する。 

③ 指定機械表のバックホウ０．２㎥級が、掘削工にはない。整合させるこ

とを推奨する。 

④ 堤体盛土工にボンテラン工法の記述がない。最も重要な工種であり記述

することを推奨する。 

⑤ 衛生管理がない。熱中症などが考えられ明確にすることを推奨する。 

⑥ 土砂吐ゲート操作時の高さは２．３ｍである。高所作業になり安全対策

を考慮することを推奨する。 

⑦ 洪水吐の上部の通路部は高さ２．２３ｍである。高所作業になり安全対

策を考慮することを推奨する。 

⑧ 緊急事態に架空線破損も考えられる。検討することを推奨する。 

⑨ 環境対策の発生事象について、作業員への労働衛生の視点が欠落してい

る。考慮することを推奨する。 

⑩ 現場巡回では以下の内容を検出した。 

・資材置場に発注者のヒューム管を保管している。大半は丁寧に取り扱

っているが一部台車等が管内にある。改善することを推奨する。 

・資材置場に空袋を一時保管している。風などで舞うことの無いように

監視することを推奨する。 

・平成２８年６月１日より化学物質のリスクアセスメントが義務化さ

れている。また、令和６年４月より新たな化学物質規制を導入し施行

されている。さらに、令和８年２月に第２回「化学物質管理協調月間」

の取り組みがある。現場は、軽油などがあるが一般消費者も入手でき

るため対象外である。ただし、前向きにリスクアセスメントをするこ

とを推奨する。 

【該当の有無の検索方法】 

パソコンやスマホで「表示通知対象物質」と検索し対象をクリッ

クする。出てきた最初の画面の下方に「検索」があり、その下に化



 

 

学物質の成分名を入力し「検索」ボタンを押すと該当すれば出てく

る。事例：フェニトロチオン（製品名スミチオン殺虫剤、成分名フ

ェニトロチオン）と入力すれば「１件該当あり」と出てくる。 

【該当すれば】 

厚生労働省リーフレットは次のとおり（令和６年資料） 

https://www.mhlw.go.jp/content/001093845.pdf 

「リスクアセスメントの義務化」 

「リスクアセスメントの結果が悪ければ対策の義務化」 

「健康影響のおそれがあるときは適切な保護具の使用」 

「リスクアセスメント対象物を製造・取扱い・譲渡する事業者は、

自律的管理に向けた実施体制の確立が求められる（化学物質管理

者等）」などを行う。 

【リスクアセスメント具体例（平成２８年リーフレット資料） 

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-

Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/0000099625.pdf 

 その他 

⑪ 監査に際し、当方のメールアドレスが迷惑メールに振り分けられ、コミ

ュニケーションがスムーズにとれなかった。フィルター設定をするなど

対策を講じることを推奨する。 

⑫ 今回の指摘番号③、⑤は上下水道部下水道施設課の工事監査「神足雨水

ポンプ場貯留施設築造工事（Ⅰ期）その２（２０２３年１１月１７日実

施）」と同様の指摘であり、是正処置（原因究明と再発防止対策）につ

いて講じることを推奨する。 

 

３-４-２ 効果的な改善事例 

① 監査では、大きな画面で図面等を説明しわかりやすく進めている。 

② 現場巡回では以下の内容を検出した。 

・資材置場は、敷鉄板により滑りの防止している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mhlw.go.jp/content/001093845.pdf


 

 

４．工事写真 

 

 
内   容：  

 

法定掲示板状況 

 

 

 

 

 

 

 
内   容：  

 

危険予知活動状況 

 

 

 

 

 

 

 
内   容：  

 

施工状況 

 

 

 

 

 

 以上 



 

指摘事項に対する改善措置状況通知書 

 

① 施工前の設計照査について、施工着手後に実施した懸念がある。検討する

ことを推奨する。 

回答：工事期間の始期日以降、速やかに設計照査を実施するよう指導する。 

 

② 施工計画書に頁数がない。施工計画書は手順や工法等について書くことに

なり明確にすることを推奨する。 

回答：本市には頁数を記載する基準がないため、受注者へ頁数の記載を推奨する。 

 

③ 指定機械表のバックホウ０．２㎥級が、掘削工にはない。整合させること

を推奨する。 

回答：施工方法と指定機械表を確認し修正する。 

 

④ 堤体盛土工にボンテラン工法の記述がない。最も重要な工種であり記述す

ることを推奨する。 

回答：記載内容に不足があったため追記する。 

 

⑤ 衛生管理がない。熱中症などが考えられ明確にすることを推奨する。 

回答：衛生管理も考慮して施工計画書を作成するよう受注者に推奨する。 

 

⑥ 土砂吐ゲート操作時の高さは２．３ｍである。高所作業になり安全対策を

考慮することを推奨する。 

回答：設計にて足場を計上しており、受注者へも必要な安全対策を講じるよう指

導する。 

 

⑦ 洪水吐の上部の通路部は高さ２．２３ｍである。高所作業になり安全対策

を考慮することを推奨する。 

回答：施工を行う際は、設計で足場を計上し安全対策を講じる。 

 

 

⑧ 緊急事態に架空線破損も考えられる。検討することを推奨する。 

回答：現場範囲に架空線がある場合は記載するよう指導する。 

 

⑨ 環境対策の発生事象について、作業員への労働衛生の視点が欠落している。

考慮することを推奨する。 

回答：受注者へ施工計画書に記載するよう推奨し、作業員への労働衛生の視点に

基づく配慮を促す。 



 

⑩ 現場巡回では以下の内容を検出した。 

・ 資材置場に発注者のヒューム管を保管している。大半は丁寧に取り扱って

いるが一部台車等が管内にある。改善することを推奨する。 

回答：受注者に撤去するよう指導する。 

 

・ 資材置場に空袋を一時保管している。風などで舞うことの無いように監視

することを推奨する。 

回答：飛散がないように監視するよう指導する。 

 

・ 平成２８年６月１日より化学物質のリスクアセスメントが義務化されてい

る。また、令和６年４月より新たな化学物質規制を導入し施行されている。

さらに、令和８年２月に第２回「化学物質管理協調月間」の取り組みがある。

現場は、軽油などがあるが一般消費者も入手できるため対象外である。ただ

し、前向きにリスクアセスメントをすることを推奨する。 

回答：対応が必要な物質を取り扱うことが考えられる工事において検討する。 

 

その他 

⑪ 監査に際し、当方のメールアドレスが迷惑メールに振り分けられ、コミュ

ニケーションがスムーズにとれなかった。フィルター設定をするなど対策を

講じることを推奨する。 

回答：情報セキュリティ確保のためメール受信には一定のフィルター設定があ

るものの、受信を妨げる文言の確認等や、代替手段確保により改善を図る。 

 

⑫ 今回の指摘番号③、⑤は上下水道部下水道施設課の工事監査「神足雨水ポ

ンプ場貯留施設築造工事（Ⅰ期）その２（２０２３年１１月１７日実施）」と

同様の指摘であり、是正処置（原因究明と再発防止対策）について講じるこ

とを推奨する。 

回答：指摘事項及び回答内容を監査委員事務局より検査指導課を通じて、工事担

当課へ情報共有を行う。 


